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自動的に生成された説明

⇐メルマガ

市政広報番組⇒
（KYT「♯かごしまファン」アーカイブ）

事業所の取組みを令和６年４月より
市政広報番組「♯かごしまファン」（KYT）にて
ご紹介しております。
過去のメルマガと合わせて、ぜひ、ご覧ください！

健康づくりパートナー登録事業所「株式会社東条設計」様より、

健康づくりの取組みのご紹介です。

株式会社東条設計は建築設計・監理を生業とし、「クライアント・ファースト」の精神
をモットーに、建築設計を通して社会に貢献する会社です。また、「日本でいちばん大
切にしたい会社」大賞を受賞するなど、社員も大切にし、わきあいあいと優しさあふれ
る人の集団です。

健康づくりの取組み①

ウォーキングを兼ねた地域のごみ拾い清掃

会社周辺の道路や天文館の清掃にボランティアで参
加しています。ウォーキングをしながらごみを拾うこ
とで、街や心がきれいになるだけではなく、自身の健
康づくりと社員同士のコミュニケーションを深める良
い機会にもなっています。

健康づくりの取組み②

同好会活動

福利厚生の一環として、健康の増進を図ると同時に
会員同士の親睦、地域との交流、事業繁栄、知識向上
を目的に自主的に活動しており、会社から年間1人当た
り15,000円の補助金も支給されます。
ランニング同好会（菜の花マラソン参加）、ゴルフ

同好会、ボールスポーツ同好会（よかセンターソフト
ボール大会、東条設計プレゼンツのスポーツ大会）など

健康づくりの取組み③

    1階アネックスにミニジム
    創設

業務の合間や終業後に社員が自由
に体を動かせるよう健康器具類を設
置しました。
ロデオマシーン、トレーニングベ

ンチ、レッグマシーン、マッサージ
器具、足つぼ台、パター練習キット
など…
今後も社員希望の器具をそろえてい
く予定です。

健康づくりの取組み④

朝礼活性化

朝礼時にみんなでストレッチをし
たり、健康に気を付けるために実践
していることなどを発表・共有する
ことで社員全員が心身の健康づくり
を意識しています。

https://www.tojo-aa.co.jp/
https://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/hokenjo/kenkodukuri/kenko/kenkozukuri/hatarakusedai/pa-tonajisseki.html
https://www.kyt-tv.com/kagoshima-fun/
https://www.instagram.com/tojo.sekkei/


２

医療保険者より



３

健診機関より

https://www.kenkura.jp/kagoshima/


働く高齢者の特性に配慮した安全な職場を目指しましょう

都道府県労働局・労働基準監督署

エイジフレンドリーガイドライン
（高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン）

QR コード

自動的に生成された説明

⚫ 経営トップによる方針表明と体制整備
経営トップが高年齢労働者の労働災害防止対策に取り組む方針を表明し、対策の担当者を明確化

します。労働者の意見を聴く機会を設けます。

⚫ 高年齢労働者の労働災害防止のためのリスクアセスメントの実施
高年齢労働者の身体機能の低下等による労働災害発生リスクについて、災害事例やヒヤリハット

事例から洗い出し、優先順位をつけて２以降の対策を実施します。

１ 安全衛生管理体制の確立

⚫ 身体機能の低下を補う設備・装置の導入（主としてハード面の対策）
身体機能の低下による労働災害を防止するため施設、設備、装置等の改善を行います。

⚫ 高年齢労働者の特性を考慮した作業管理（主としてソフト面の対策）
敏捷性や持久性、筋力の低下等の高年齢労働者の特性を考慮して作業内容等の見直しを行います

。

２ 職場環境の改善

⚫ 健康状況の把握
雇い入れ時および定期の健康診断を確実に実施するとともに、高年齢労働者が自らの健康状況

を把握できるような取組を実施するよう努めます。

⚫ 体力の状況の把握
事業者、高年齢労働者双方が当該高年齢労働者の体力の状況を客観的に把握し必要な対策を行

うため、主に高年齢労働者を対象とした体力チェックを継続的に行うよう努めます。

※ 健康情報等を取り扱う際には、「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取り扱いの

ために事業者が講ずべき措置に関する指針」を踏まえた対応が必要です。

３ 高年齢労働者の健康や体力の状況の把握

⚫ 個々の高年齢労働者の健康や体力の状況を踏まえた対応
・基礎疾患の罹患状況を踏まえ、労働時間の短縮や深夜業の回数の減少、作業の転換等の措置を講

じます。

・個々の労働者の状況に応じ、安全と健康の点で適合する業務をマッチングさせるよう努めます。

⚫ 心身両面にわたる健康保持増進措置

「事業場における労働者の健康保持増進のための指針（THP指針） 」や「労働者の心の健康の

保持増進のための指針（メンタルヘルス指針）」に基づく取組に努めます。

４ 高年齢労働者の健康や体力の状況に応じた対応

⚫ 高年齢労働者、管理監督者等に対する教育
労働者と関係者に、高年齢労働者に特有の特徴と対策についての教育を行うよう努めます。

（再雇用や再就職等で経験のない業種、業務に従事する場合、特に丁寧な教育訓練を行います。）

５ 安全衛生教育

４

https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000609494.pdf
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